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1. 研究の背景と目的

　平成 28 年 4 月に発生した熊本地震は熊本県に甚大

な被害をもたらし、県内には 110 団地 4,303 戸の仮設

住宅が建設された注 1)。熊本地震では過去の災害の教

訓を踏まえ、仮設団地に対する熊本県独自の初期計画

条件「熊本型 D」が設定された注 2)。その特徴の一つが、

「みんなの家」と呼ばれる集会施設の設置である。熊

本地震でのこの取り組みを将来の災害時に活かすため

には、計画の結果を評価し、研究として蓄積すること

が重要だと考える。特に、仮設団地内の集会施設は団

地のコミュニティの中心となる場所であり、その実態

を知ることは今後の更なる仮設団地生活の質的な環境

改善に対して大きな意義があると考える。そこで、本

研究では「みんなの家」の利用実態を俯瞰的に把握・

分析することにより、今後の仮設団地における集会施

設の計画についての知見を得ることを目的とする。調

査概要は表 1 に示す通りである。

2.�熊本地震のみんなの家の概要

2.1. 熊本地震における集会施設の計画

　仮設団地における集会施設は、災害救助法により、

同一敷地内に仮設住宅を 50 戸以上建設した場合に設

置が認められており、10 戸以上 50 戸未満の仮設団地

では内閣総理大臣との協議を経て認められた場合に設

置が出来る文献 1)。また、内閣府は集会施設について、

住民による自主運営のもと各種行事等のために利用さ

れる場所、生活支援情報や保健 • 福祉サービス等を提

供する場所と述べている文献 1)。これにより、東日本大

震災の際には約100㎡の集会所が多く設置された文献2)。

　熊本地震では、より多くの仮設団地へ集会施設を設

置するため、設置基準を引き下げている。集会施設の

規模を 100 ㎡から 60 ㎡と 40 ㎡に分け、20 戸以上の

仮設団地には 40 ㎡の「規格型みんなの家」（以下、談

話室）、50 戸以上の仮設団地には 60 ㎡の「規格型み

んなの家」（以下、集会所）、80 戸以上の仮設団地に

は談話室とともに、仮設団地入居後に住民の意見を反

映して設計される「本格型みんなの家」と呼ばれる集

会施設が建設された ( 図 1)。2017 年 2 月 17 日までに

上記 3 種類の集会施設が、設置基準を満たす 62 団地
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に 84 棟設置されている。なお、2017 年 1 月からは 20

戸未満の小規模仮設団地にも、民間寄付金などを活用

した「みんなの家」が 11 団地で計画・設置されてい

るが注 3)、利用開始から日が浅く設置完了していない

ものもあるため、今回の研究対象からは除外する。

2.2. 熊本地震における「みんなの家」設置の経緯

　「みんなの家」と呼ばれる集会施設が初めて作られ

たのは東日本大震災の時である。災害救助法に基づく

集会施設とは別に、寄付金を元に木造の集会施設が

14 棟建設され、内 1 棟は熊本県の支援事業として建

設された。発案者である伊東豊雄氏は、みんなの家に

ついて「ソファやテーブルを囲んで語り合うことがで

き、またコーヒーを飲みながら本や新聞を読むことが

できる」場所であると述べており注 4)、住民の普段の

居場所となることが期待されていたことが伺える。

　熊本地震におけるみんなの家の設置は、東日本大震

災での経験と合わせて、2012 年に発生した熊本広域

大水害の際、仮設団地にみんなの家を設置した経験が

寄与するところが大きい。ヒアリングによれば、熊本
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事例は白旗団地

図 1�熊本に設置されたみんなの家

調査 時期（年 . 月）

ヒアリング調査①

仮設団地が設置されている市町村の地域支え合
いセンターのうち、13 市町村の地域支え合い
センターに、みんなの家の管理方法や利用状況、
住民の団地での暮らしの様子などについてヒア
リングを行った。

文献調査
2017.04

2017.11

災害救助法とそれに関連する告示等の資料やみ
んなの家設計者による資料を元に、みんなの家
の計画と設置経緯、求められる役割を把握した。

実地調査 2017.11
特徴的な使われ方をしているみんなの家を対象
に、管理者や利用者へのヒアリング、現地調査
を行い、使われ方ついて詳細に把握した。

ヒアリング調査② 2017.11
震災当時、仮設団地計画に携わった熊本県建築
住宅局の局長に、仮設団地の計画に至る経緯や
内容についてヒアリングを行った。

概要

2017.9

2017.10

表 1　調査概要
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地震の仮設団地の計画に携わっていた当時の熊本県建

築住宅局長は、みんなの家をプレハブの集会施設とは

明確に別のものとして認識しており、過去の経験から

全ての仮設団地に「みんなの家的」な温かみのある木

造集会施設を設置することを発災直後から目標として

掲げていた。その後、伊東氏の許可を経て、「みんな

の家」という名を冠した木造集会施設が熊本型 D の元、

仮設団地に初期設定として設置されることとなった。

2.3. 熊本のみんなの家に想定された使われ方

　以上のように、熊本における「みんなの家」は、災

害救助法に規定される集会施設であると同時に、所謂

「みんなの家」的な性格が求められたものであった。

即ち、①仮設団地の住民に対して情報や保健・福祉等

の支援を提供する場であること、②住民が日常的に利

用する場所であること、という 2 つの使われ方が想定

されていたと言える。次章より、これらに対するみん

なの家の利用実態について分析・考察を行っていく。

3. 支援提供の場としてのみんなの家

3.1. 集会施設による分類

　支援提供の場としての利用実態を論じる上で、地域

支え合いセンター注 5)( 以下、SC）へのヒアリングを元

に、仮設団地を①みんなの家がある団地、②代替施設

を利用している団地、③集会機能を持たない団地の 3

つに分類し、比較・分析を行う。

3.2. 集会施設の有無と支援の関係性

　図 2 は集会施設による団地の分類と支援の関係を

示したものである。みんなの家が設置されている団

地は全体の 56% であり、その全ての団地でみんなの家

が SC やボランティアの活動拠点として機能していた。

また、みんなの家が無い団地の約半数は空き住戸や公

民館等の代替施設を支援の拠点として利用していた。

一方、集会施設を持たない団地のうち、65% は集会施

設がないために、SC によるサロンや相談会、健康支

援等の一部の支援が行われていなかった。更に、ボラ

ンティアによる支援も、集会施設を持っている団地に

対して優先的に分配されており、集会施設の有無が団

地への支援の有無に影響している状況が伺える。

3.3. 代替施設利用の特徴

　図 3 はみんなの家の代替施設を分類したものであ

る。代替施設のうち、仮設団地内にあるものはみんな

の家と同様に仮設住民が優先的に利用できる集会施設

として機能していた。一方、仮設団地外の代替施設は、

地域住民との利用調整や仮設団地と施設間の送迎が必

要あったり、支援時以外の日常利用が不可であるなど、

利用に制約のある施設が大部分を占めていた。

3.4. みんなの家での支援内容

　表 2 は、みんなの家で行われている支援の内容を示

したものである。みんなの家では、国が想定していた

情報提供、健康支援だけでなく、多くの仮設団地で

SC によってコミュニティ形成を目的とした支援が行

われていた。また、情報提供としての場を、仮設住民

だけでなく地域住民にも開いたり、周辺地域と共同の

サロンを開催する SC もあり、みんなの家が仮設団地

内にとどまらず、地域にとっても住民の生活拠点の 1

つとしての役割を果たしている例も見られた。ボラン

ティアによる支援内容は多岐にわたるが、そこへの住

民の参加が仮設団地内のコミュニティ形成にも繋がっ

ているという SC の意見も聞かれた。

4. 住民の普段の居場所としてのみんなの家

4.1. 管理体制による分類と利用方法の関係

　住民によるみんなの家の利用実態を分析する上で、

まず普段の開放状況や利用手続きの違いを整理するた

め、みんなの家を管理主体により分類する (図 4)。

　みんなの家の管理は仮設団地の管理同様に市町村に

委ねられており、概ね市町村ごとに体制が異なる。み

んなの家の開放については、住民管理型では鍵を管理

する住民に委ねられている一方で、SC 管理型では利用

時のみ開放されている。住民管理型の中でも、行政等

に団地代表者として指名された住民が鍵を管理するこ

とが多いⅠ - ①では、物品の盗難や子供によるいたず

ら、鍵の管理者の日中の不在を理由に開放しておらず、

日常的な利用ができない団地も存在した。一方、団地

に日中にいるなど SC が鍵の管理者として適性を判断

し、職員として雇用した住民が鍵を管理するⅠ - ②

では全てが開放されており、鍵の管理者の指名方法に

よって開放状況に違いが生まれている。また、利用手

図 2. 集会施設の有無と SC による支援の関係

みんなの家 (62)

みんなの家あり

外部支援団体の活動拠点 支援にばらつきあり

みんなの家なし

集会施設機能なし

※寄付金による小さな本格型みんなの家の完成前の状況を示している

0 20 40 60 80 100[%]

0 20 40 60 80 100[%]

代替施設 (22) なし (26)

■集会施設の有無と支援のばらつき ( 団地数 )

■集会施設機能がない団地における SCによる支援の有無 ( 団地数 )

支援一部なし (17) 不明 (4)支援あり (5)

図 3. 代替施設の区分と割合

 
空き住戸 5

5 10 15 20 25 30 [%]N区分

5その他団地内仮設団地内

仮設団地外
6公民館
7その他公共施設

コミュニティ形成

炊き出し、情報提供、健康支援、ものづくり、イベントなど

健康支援
情報提供

サロン、お茶会、レクリエーション、自治会支援

健康体操、健康相談、復興リハ
再建相談会、生活総合相談窓口、住宅相談会

支援者 支援内容

SC

ボランティア

仮設・地域住民
表 2. みんなの家で行われる外部支援の内容
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続きについては、ほとんどの団地で住民による利用に

予約が不要である一方で、Ⅰ - ③やⅡ - ①のように、

団地に SC が常駐している場合は、SC が住民による利

用予約を受け付けて利用調整を行う団地も見られた。

4.2. 仮設住民のみんなの家に対する認識

　表 3 は住民によるみんなの家の利用の内容を示し

たものである。団地によっての差はあるが、団地自治

会や住民によって様々に使われていた。2017 年 11 月

実施の KASEI 全戸調査アンケート注 6) から住民のみん

なの家に対する認識を分析した結果を図 5 に示す。世

間話などをしてゆっくり過ごす場所としてみんなの家

が最も多く挙げられており、住民にとって仮設団地内

の普段の居場所の 1 つとなっていることが分かる。み

んなの家に行く頻度を管理体制ごとに見ると、日中開

放されている方が住民が高頻度で訪れる傾向が見られ

る。しかし、訪れる頻度に関わらず多く住民がみんな

の家を普段の居場所として挙げていることを鑑みる

と、SC 等の支援者によるイベント等への参加が住民に

とって日常の会話を楽しむ機会になっており、単に支

援を受け取る場にとどまらず、人とコミュニケーショ

ンをとる場として機能していることが伺える。

4.3. 日常利用に対する課題

　一方アンケートでは、一部の住民がみんなの家を独

占していて使いづらい、子供が追い出された等、使い

方についての不満の意見も見られた。また 4.1 でも述

べたように、備品の盗難や子供によるいたずらも問題

として多く挙げられており、使い方のルール整備など

の課題も指摘できる。

5. 事例

　前章までの分析を受け、みんなの家の管理運営や利

用実態を具体的に示すために、筆者がみんなの家を上

手く利用していると判断した 2 つの団地を事例として

取り上げる。団地概要は表 4 に示す通りである。

5.1. 甲佐町白旗団地

　白旗団地のみんなの家を鍵を管理している住民は

SC の生活支援補助員として雇われており、毎日決まっ

全体 164

Ⅰ-① 395
全体 598

5 10 15 20 25 30 35 40

[%]

[%]

[%]区分
■上記質問で「みんなの家」をあげた住民の管理体制ごとの割合

項目 5 10 15 20 25 30 35
198

180
116

90
18

63
51

33
22

7
7

29

■世間話などをしてゆっくり過ごす場所 N=598

■管理方法ごとの「みんなの家」へ行く頻度

N

Ⅰ-③ 44
Ⅰ-② 59

Ⅱ-① 52
Ⅱ-② 7
Ⅲ 41

100806020 400

12Ⅲ
2Ⅱ-②

ほぼ毎日凡例：

15Ⅱ-①
5Ⅰ-③
16Ⅰ-②
114Ⅰ-①

週に 1日 週に 1日未満週に 4~5 日 週に 2~3 日

区分 N

仮設住宅の室内
仮設住宅の玄関先縁側

団地内のベンチや道端

みんなの家

団地内の広場やお店

団地外の親戚や友人の家

団地外の飲食店
図書館などの公共施設

地震以前の自宅屋敷内

地震以前の居住地公民館など
田んぼや畑などの農地

その他

仮
設
住
宅
内

仮
設
住
宅
外

日中開放

利用時
のみ開放

※グラフは 2017 年 11 月実施の KASEI 全戸調査アンケートの結果から、みんなの家が
設置されている団地住民の回答を抽出して制作した。N=( 回答者数）

※グラフは 2017 年 11 月実施の KASEI 全戸調査アンケートの結果から、みんなの家
が設置されている団地住民の有効回答を抽出して制作した。N=( 有効回答者数）

図 5. みんなの家の利用状況

図 4. みんなの家管理体制

宇土市境目第一・高柳団地、
益城町 , 南阿蘇村 , 嘉島町、
御船町 , 大津町 , 菊陽町

住民

団地によって異なる
不要

管理主体
住民代表者

住民

日中開放
不要

阿蘇市 , 甲佐町

住民（SC補助員）鍵管理者
開放状況
予約要不要
採用団地

管理主体
鍵管理者
開放状況
予約要不要
採用団地

7団地39団地 4団地
各団地で SCが指名した住民を生活支援補助員として雇い
上げ、鍵の管理やみんなの家の管理を任せる。全てのみん
なの家が毎日決まった時間に解放されている。

自治会長や鍵当番など住民代表者が鍵を管理する。日中開
放するか否かが鍵の管理者に一任されるため、開いていな
い団地もあり、住民やSC職員を常駐させる団地もある。

Ⅰ. 住民管理型
 Ⅰ-①住民代表管理

市が仮設団地内に設置したキーボックスに鍵が管理されて
おり、住民が自由に解錠して使える状態であるが、高齢者
には使いづらく実際の利用はほとんどされていない。

SCが鍵を所有しており、ボランティアやSCによる支援
が行われる時にのみ鍵が開けられる。住民の手元に鍵はな
いため、日常的な利用は行えない。

住

鍵の開閉

みんなの家

支 住

みんなの家

鍵の開閉

雇用

報告

鍵の開閉

みんなの家

支

みんなの家

キーボックス

 Ⅰ-②補助員雇用

団地ごとの自治会が鍵を管理しており、開放を任されてい
る。住民が催しに利用する場合 SC で予約する必要がある
が、お茶のみや立ち寄りには予約をせずに利用できる。

みんなの家

支 住予約可能

調整 鍵の開閉

 Ⅱ-①SC予約制  Ⅱ-②SC 鍵管理

団地内の自治会に鍵の管理者を設けているが、利用には団
地内常駐しているSCで利用予約が必要であり、利用がな
いときにはみんなの家の鍵は閉められている。

みんなの家

支 住予約

調整 鍵の開閉

Ⅱ. 支え合いセンター管理型 Ⅲ. キーボックス管理型

益城町木山団地

SC

利用時のみ開放
SCで予約が必要

管理主体
自治会鍵管理者

開放状況
予約要不要
採用団地
1団地 1団地 3団地

宇土市浦田団地

SC

利用時のみ開放
ー

管理主体
SC鍵管理者

開放状況
予約要不要
採用団地 宇城市

ー

利用時のみ開放
ー

管理主体
キーボックス鍵管理者

開放状況
予約要不要
採用団地

住民

日中開放
一部SCで予約が必要

西原村

住民
管理主体
鍵管理者
開放状況
予約要不要
採用団地

 Ⅰ-③SC常駐

自治会定例会 /自治会イベント ( 花見、BBQ、夏祭り、文化祭、食事会…)
自治会サロン /自治会事務所
お茶会 /サークル活動 /自習室 /子供の遊び場 /飲み会 /花見 /BBQ/ ラジオ
体操 /マッサージ /血圧測定 /作品作り /来客対応の場

自治会

利用者 利用内容

住民

表 3. 住民による日常利用の内容

甲佐町白旗団地
住戸数

管理体制

自治会 西、東、北の三つ工区それぞれに自
治会と 1棟ずつみんなの家

みんなの家
棟数

益城町木山団地

Ⅰ-②　補助員雇用
白旗第二団地を含めて団地内に 1つ
の自治会あり

Ⅱ-①　SC予約制

109 戸 220 戸
談話室 1棟、本格型みんなの家 1棟 談話室1棟(SC事務所)、集会所1棟、

本格型みんなの家 1棟

表 4. 事例団地概要
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【注釈】

1)�熊本県 HP「応急仮設住宅の進捗状況について」

��<http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15918.html>(2017.12.15 参照）

2)�熊本県が設定した全 13 項目からなる応急仮設住宅整備計画の通称。東日本大震災

までの仮設住宅整備計画の反省を生かし、「ゆとり」、「ふれあい」、「あたたかさ」を

テーマにした独自の計画となっている。参考文献 3) に詳しい。

3) 熊本県 HP「小規模応急仮設住宅の「みんなの家」整備進捗状況について」

��<http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_18395.html>(2017.12.15 参照 )

4) 熊本県 HP「伊東豊雄：「みんなの家」を描こう ,2011.5.22」

��<http://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_

id=3&id=1634&sub_id=1&flid=1&dan_id=1>(2017.12.15 参照 )

5)�仮設住宅やみなし仮設住宅、在宅で暮らす被災者の巡回訪問や各種相談への相談、

交流の場づくりを行うために設置された、熊本県内の各市町村の社会福祉協議会に

よって運営される支援団体。熊本県内の 18 市町村に設置されている。

6)�KASEI:「九州建築学生仮設住宅環境改善プロジェクト」の略称。主に九州圏内の建

築系の教員・学生をメンバーとしたボランティア団体である。2017 年 11 月に、情

報蓄積の一環として、熊本県内に設置された仮設団地のうち熊本市・御船町を除く

仮設団地を対象に KASEI 全戸調査アンケートが実施された。

【参考文献】

1)�内閣府政策統括官 ( 防災担当 ) 付参事官 ( 被災者行政担当 ): 災害救助事務取扱要

領 ,2017.4

2)�一般社団法人日本建築学会 :東日本大震災合同調査報告�建築編 10�建築計画 ,一般

社団法人日本建築学会 ,2016

3)�桂英昭：応急仮設住宅整備計画「熊本型 D」、2017 年度日本建築学会大会建築計画

部門資料パネルディスカッション資料 ,pp.19-22,2017

配布数対象 調査時期

2017.11熊本市・御船町を除く全仮設住宅世帯

返信部数 回収率

3094 668 21.6%

た時間にみんなの家の鍵を開閉し、みんなの家に顔を

出している。図 6 は 2017 年 8 月の談話室の利用人数

を示している。白旗団地への支援の頻度は比較的少な

いが、行事の有無に関わらず、マッサージやお茶会な

ど日常的に住民に利用されていた。本格型みんなの家

についても、子供が遊んだり住民がお茶や昼寝をする、

男性の夕方の溜まり場になっている等、日常的に利用

されているという意見が聞かれた。また、本格型みん

なの家では住民主催で「白旗屋台」という団地全体で

の夕食会が開かれており、団地内の老若男女が一堂に

会する場となっている。住民からはみんなの家でのイ

ベントをきっかけに住民同士で仲良くなれたという声

もあり、コミュニティ非継続型の白旗団地において、

みんなの家が住民同士を繋ぐ場になっている。

5.2. 益城町木山仮設団地

　2017 年 11 月のみんなの家の利用予約を図 8 に示す。

木山団地は震災から 1 年半経った今でもボランティア

が多く、継続して団地を訪れているものも複数存在す

る。また、団地内には住民によるサークル活動や自治

会によるサロン等も存在しており、外部支援・住民両

者の活動拠点となっていることが分かる。SC からは自

治会が利用受付を担当すると負担になっていただろう

という意見もあり、利用単位の多い木山団地において

は SC 予約制という管理体制がうまく機能していると

言える。その一方で、サークルやサロンなど、あるコ

ミュニティに参加しなければ日常的な利用が難しい住

民もいるという意見も聞かれ、完全予約型による利用

の難しさが見られた。

5. まとめ・考察

　以上より、本稿では以下のことを明らかにした。

1)�みんなの家は①住民に対して情報や保険・福祉等

の支援を提供する場、②住民が日常的に利用する場

として利用されることが想定されていた。

2)�みんなの家が仮設団地に対する支援活動の拠点と

なっており、存在の有無が支援格差に繋がっている。

3)�管理体制は市町村によって異なり、それによって

日常利用の可不可や利用手続きに違いが見られる。

4)�住民による日常的な利用の有無は団地で異なる一

方で、多くの団地でみんなの家が住民に普段の居場

所として認識されている。

　現在、仮設団地集会施設の管理運営は各市町村の裁

量に委ねられており、その方法は明確には提示されて

いない。しかし、集会施設は仮設団地での生活の質に

大きく関わっており、それをより向上させるにはハー

ドと同時に管理体制等のソフトのメニューの提供が重

要であると考える。本研究の結果を鑑みると、管理を

住民に任せる場合は日中団地にいる住民を指名し、雇

用するという方法が有効である。また、事例に示した

木山団地にようにボランティアや住民サークルなど利

用単位が非常に多い場合は、住民の負担にならないよ

うに SC 等外部支援者が管理主体になることが望まし

いと言える。いずれにせよ、団地の置かれている状況

は一定の期間を経なければ見極められない。集会施設

を有効に利用するには、ある程度期間を経た後に、SC

等団地の状況を把握している者が、適切な運営・利用

方法を選択していくことが重要であると考える。

復興リハ後恒例のお茶会 お酒を持って語らう「白旗食堂」
図 7.�白旗団地のみんなの家の利用の様子

東
西
北
東
西
北
東
西
北
東
西
北
東
西
北

自治会凡例：

9 12 15 18( 時 )

住民 SC
継続ボランティア
単発ボランティア その他

月 火 水 木 金 土 日

図 8.�木山団地みんなの家　2017 年 11 月利用予約カレンダー

０

凡例：

※談話室の利用記録簿に記録されている利用者人数を元に作成。実際には記録されて
いないされていない利用者もいる。

団地住民
復興リハ ( 毎週水曜日 )

8/1 10 20 31

1０

2０

3０
(人 )

(日付 )

外部利用者
ボランティア訪問 夏祭り (SC 主催 )

図 6. 白旗団地談話室　2017 年 8 月の利用人数


